
第１回京都市奨学金等返還事務監理委員会 
 

日時：平成２１年７月６日（月） 
１３：３０～１５：３０  

場所：京都市役所 本庁舎Ｅ会議室

次  第 
１ 開 会 
２ 委員等紹介 
３ 文化市民局長あいさつ 

４ 委員長の選出 

５ 委員長の職務代理の指名 

６ 議事等 
   報告 

  ○ 返還事務の概略について 

  ○ 返還事務のスケジュールと取組状況について 

  ○ 返還免除基準について 

   意見聴取 

○ 地方自治法施行令第１７１条の６の規定に基づく履行延期に関する取

扱基準の策定について 

  ○ 所在不明者に係る債権の処理に関する取扱基準の策定について 

   その他 

 

 

（添付資料） 

 ・ 奨学金制度及び自立促進援助金制度の見直しの経過と概要  （資料１） 

 ・ 奨学金の借受者数及び返還対象金額等           （資料２） 

 ・ 奨学金の返還の対象者の内訳（高校・大学の別／国公立・私立の別） 

                               （資料３） 

 ・ 奨学金返還事務のスケジュールと取組状況         （資料４） 

 ・ 市長名のお詫び文と制度の見直し等の説明文書       （資料５） 

 ・ 返還免除基準について                  （資料６） 

 ・ 地方自治法施行令第１７１条の６の規定に基づく履行延期（返還猶予）

に関する取扱基準（案）                  （資料７） 

 ・ 所在不明者に係る債権の処理に関する取扱基準（案）    （資料８） 



   奨学金制度及び自立促進援助金制度の見直しの経過と概要 

 

１ 昭和 59年度～ 
  自立促進援助金制度の運用開始（国が昭和 57年度に同和奨学金に対する補助制度
を給付制から貸与制に変更したことを受け，実質的な給付制の奨学金制度を維持する

ために創設） 

２ 平成 16年 3月 12日 
  自立促進援助金支給要綱を改正し，平成１６年度以降に貸与する奨学金の返還時に

所得判定基準を導入 

３ 平成 19年 9月 25日 
  平成 13，14年度に所得判定を行わずに自立促進援助金を一律支給したことは一部
違法であるとした住民訴訟の判決が，最高裁判所において確定 

４ 平成 19年度～ 
  自立促進援助金の支給を停止（奨学金の返還がされない状態となる） 

５ 平成 20年 3月 26日 
  「京都市同和行政終結後の行政の在り方総点検委員会」設置 
６ 平成 20年 8月 27日 
  「京都市同和行政終結後の行政の在り方総点検委員会」中間報告 

【中間報告（提言）の概要】 
○ 自立促進援助金制度は廃止し，返還免除制度を創設することにより，奨学金の

返還と免除という分かりやすい関係に改めるべきである。 
○ 自立促進援助金制度は，平成 19年度から廃止すべきである。 
○ 奨学金返還困難者に対する免除制度を創設すべきである。 
○ 確定判決の判断などを踏まえ，平成 13 年度以降の自立促進援助金の新規受給
対象者に対しては，返還を求めていくことはやむを得ない。 

○ 奨学金の返還免除基準は，国基準（生活保護基準の１．５倍）と同等の基準と

すべきである。 
○ 京都市が借受者に対し，十分説明を尽くすとともに，実態に即した誠意ある対

応を行うよう強く望む。 
７ 平成 20年 12月 26日 
  自立促進援助金制度の廃止（支給要綱の廃止） 
  京都市地域改善対策奨学金等の返還の債務の取扱いに関する条例公布・施行 

【概要】 
○ 自立促進援助金制度は，平成１９年度分から廃止する。 
○ 平成１３年度以降に奨学金の返還の始期を迎えた者に対して，返還を求める。

○ 奨学金等の返還が困難な方に対する返還免除制度を創設する。 
○ 奨学金の返還免除基準は，国基準と同等の基準（生活保護基準の１．５倍）と

する。 

資料１ 



 奨学金の借受者数及び返還対象金額 

返 還 の 始 期 借 受 者 返 還 対 象 額 

平成１２年度以前 約２，２００人 約１８億円（全額免除） 

平成１３年度以後 約１，４００人 約２２億２千万円 

合     計 約３，６００人 約４０億２千万円 

 

 奨学金の返還の対象者の内訳（奨学金の貸与年度別） 

奨 学 金 の 貸 与 年 度 

返還の対象者 
平成１６年度以降のみ 

平成１５年度以前～ 
平成１６年度以降 

平成１５年度以前のみ 

約４３０人 約６９０人 

約１，４００人 約２８０人 

約１，１２０人 

資料２ 



 奨学金の返還の対象者の内訳（高校・大学の別／国公立・私立の別） 

奨学金の種別 

（高校・大学） 
借 受 者 返還の対象者 

内   訳 

（国公立・私立） 
標準的な借受額 

国公立 約２８０人 ４０万円程度 
高校奨学金のみ借受者 約２，２５０人 約７８０人 

私立 約５００人 ２００万円程度 

国公立 約１０人 ２００万円程度 
大学奨学金のみ借受者 約４００人 約３００人 

私立 約２９０人 ４００万円程度 

国公立＋国公立 約５人 ２４０万円程度 

国公立＋私立 約８０人 ４４０万円程度 

私立＋国公立 約５人 ４００万円程度 
高校＋大学借受者 約９５０人 約３２０人 

私立＋私立 約２３０人 ６００万円程度 

合       計 約３，６００人 約１，４００人 
   

 

資料３ 
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奨学金返還事務のスケジュールと取組状況 
 

１ スケジュール 
時  期 取      組      内      容 

平成２０年 
１２月２６日 
 
平成２１年 
２～３月 
 

 

地域改善対策奨学金等の返還の債務の取扱いに関する条例 公布・施行 
自立促進援助金支給要綱の廃止 
                  
①借受者へのお詫びと制度の見直しの説明 
  
                  所在不明    
 （ ↑コミュニティセンター ） 

４月～ 
 
 
 
７月～ 
 
８月まで 
 
 
 
 
９月まで 
 
 
 

  １０月 
 
平成２２年 
  ３月末 
(⑲⑳返還分 ) 

 
  ４月以降 
(⑲⑳返還分 ) 

 （ ↓人権文化推進課 ） 
①´借受者へのお詫びと制度の見直しの説明      調査 
    
 
 ②免除判定の手続の説明      拒否 
 
 免除申請の提出→所得判定  
                    長期（３年以上）所在不明

 
   免除   非免除      
   
猶予申請の提出等 
（延納，分納等） 

        免除 
 
       ③納付書発行 
 
 
  納付     未納   平成２１年度返還分の履行期限は， 

年賦の場合は平成２２年９月末 
                 
         督促   平成２１年度返還分の督促は， 
              年賦の場合は平成２２年１０月以降 
 

 

資料４ 
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２ 6 月末時点での取組状況 

お詫びと説明の取組状況  

 
総  数 

文書到達 面談済み 
所在不明等 

借受者 

（総数に占める割合） 

1,404人 1,349人 

（96.1％） 

980人 

（69.8％） 

55人 

（3.9％） 

対象世帯 

（総数に占める割合） 

958世帯 913世帯 

（95.3％） 

656世帯 

（68.5％） 

45世帯 

（4.7％） 

 

 

３ 奨学金制度の見直しに対する借受者の反応 

  借受者の反応は，以下のような厳しい声も少なくないが，概ね説明は聞いていただ

けるケースが多い。 

・ 借受時には返還しなくてもよいと言われたのに，今になって返還を求められるの

は納得できない。詐欺行為である。 

・ 借りるつもりはなかったのに，返還しなくていいものだからといって，市の職員

や学校の先生に勧められたから借りた。 

・ 奨学金の返還金額が多額であり，とても返せない。 

・ 京都市が裁判で負けたのだから，京都市が責任を取るべきであり，借受者にその

責任を押し付けることは納得できない。 

・ 子ども（借受者本人）には，絶対に連絡しないでほしい。京都市からの返還請求

の連絡のせいで，人権問題に発展した場合，京都市は責任を取ってくれるのか。 

 



お詫びとお願い 

 平素は，京都市政の推進に，御理解と御協力を賜り，厚く御礼を  

申し上げます。 

 皆様におかれましては，自らの御意志と御努力で，また，国や本市

が設けた奨学金制度を活用されることなどにより，勉学に励まれ，進

路を切り開いてこられましたことに，深く敬意を表します。 

 本市がこれまで実施して参りました，奨学金制度とその返還の際の

自立促進援助金制度（貸与された奨学金の返還に充てるための本市独

自の援助金「自立促進援助金」を支給する事業で，昭和５９年度から

平成１８年度まで実施）は，教育・就労の機会の保障に大きな役割を

果たしてきました。 

 しかしながら，その一方で，本市が支出する自立促進援助金につい

て数次にわたり住民訴訟が提起され，平成１３年度以降に所得判定を

行わず新規に支給した援助金の支出は違法であるとの厳しい判決がな

されました（この判決に対して本市は最高裁判所の判断を求めました

が，平成１９年９月に司法の最終判断として違法であることが確定し

ました）。 

 この裁判所の判決で示されているように，今日的視点から振り返っ

てみれば，本市として適切な時期に自立促進援助金制度の見直しがで

きていなかったことなど，謙虚に反省すべき点があり，誠に申し訳な

く思っております。 

 このため，私は，司法判断も踏まえ，この制度に対する市民的理解

が得られるよう抜本的な見直しに取り組む必要があると考え，この度，

京都市会にお諮りし，自立促進援助金制度を廃止し，奨学金制度を見

直すことと致しました。これまで，基本的には所得の状況にかかわら

ず自立促進援助金を支給して奨学金の返還に充ててきましたが，この

見直しにより，平成１３年度以降に奨学金の返還時期を迎えられた皆

様に対し，国制度の奨学金の返還免除基準と同等の基準を適用し，所

得が基準を超える方には返還をお願いさせていただくこととなります。 

 本市の最高責任者としてここに深くお詫び申し上げますとともに，

何卒，この制度見直しを御理解いただきますようお願い申し上げます。 

  平成２１年２月 

                 京都市長   

資料５ 



奨奨学学金金等等のの返返還還にに係係るる制制度度のの見見直直ししににつついいてて  
 

平成 ２ １年 ２月   
京都市文化市民局   

 

 京都市では，これまで，自立促進援助金制度（貸与された奨学金等の返還のための援助金を支

給する制度）を設け，本来は卒業後に返還していただく必要のある「貸与制」の奨学金制度を，

実質的には返還の必要のない「給付制」の奨学金制度として，運用してきました。 

 ところが，住民訴訟が提起され，奨学金の返還の際に，所得判定を行わずに一律に援助金を支

給してきたことは，一部違法との判決が確定したため，この制度の見直しが必要となりました。 

 見直しの検討の結果，確定した判決の内容などを踏まえると，自立促進援助金制度は廃止し，

実質給付されるものとして貸与を受けられた奨学金等についても，原則として，返還を求めざる

を得なくなりました。 

 奨学金等の貸与を受けてこられた皆様に対し，新たに創設した返還免除制度の所得判定を行い，

その結果により，奨学金等の返還をお願いすることとなります。 

どうぞ御理解をいただきますようお願い申し上げます。 

 

 

１ これまでの自立促進援助金制度について 

  奨学金等は，貸与制度です。 

  京都市では，貸与した奨学金等の返還にあたり，奨学金等の返還が困難な場合，国の要綱に基

づき一部を免除する返還免除制度や，返還免除制度の対象外で世帯の所得，就労等の生活実態か

ら奨学金等の返還が困難な場合に，返還にあてるための援助金を支給する自立促進援助金制度を

実施してきました。 

 ① 平成１５年度以前に貸与した奨学金等の返還 

自立促進援助金は，平成１５年度までは支給基準を設けず，卒業後に「自立促進援助金支給

申請書」を提出した方に，返還期間である２０年間，毎年，貸与総額の２０分の１ずつ支給し，

返還金にあててきました。 



 ② 平成１６年度以降に貸与した奨学金等の返還 

   自立促進援助金制度は，平成１６年３月に制度を改正し，支給基準を設け，平成１６年４月

以降に貸与した奨学金等の返還から支給判定を行うことになりました。この判定を行うため，

支給を希望する方には，返還が終わるまで，毎年，住民票や課税証明書等の客観的な資料を提

出していただくこととし，判定の結果，所得が基準額以下である場合にのみ自立促進援助金の

支給対象としました（所得が支給基準を上回った方には，貸与終了時に提出していただく「返

還計画書」に基づいて，平成１６年４月以降の貸与分のうち当該年度の返還分を返還していた

だいてきました）。 

 ③ 自立促進援助金の支給に対する住民訴訟の経過 

  自立促進援助金制度について，住民訴訟が提起され，自立促進援助金の支給を一部違法とし

た大阪高等裁判所判決が最高裁判所の決定により確定しました。 

【大阪高等裁判所判決の要旨】（平成 18 年 3 月 31 日判決，平成 19 年 9 月 25 日確定） 

平成１３年度以降に新規に自立促進援助金を受給した者について，所得判定をせずに一律に支給

したことは違法である。 

この住民訴訟の判決を踏まえ，自立促進援助金は，平成１９年度分から支給を停止せざるを

得なくなりました（そのため，奨学金等の借受者から返還していただいている場合を除き，平

成１９年度以降は奨学金等の返還がされていない状態となっています）。 

 

２ 奨学金等の返還に係る制度の見直しの概要 

① 自立促進援助金制度は，平成１９年度分から廃止します。 

② 奨学金等の返還が困難な方に対する返還免除の制度を創設します。 

③ 奨学金等の返還免除基準は，国基準と同等の基準（生活保護基準の１．５倍など）としま

す。 

④ 大阪高裁確定判決の判断などを踏まえ，平成１３年度以降に奨学金等の返還の始期を迎え

た方に対しては，奨学金等の返還を求めていきます（③の返還免除基準に該当する方は，申

請により奨学金等の返還を免除します）。 

 

   今後，奨学金等の返還免除に係る具体的な手続につきましては，平成２１年５～６月頃に御案内を

させていただく予定ですので，期日までに関係書類の提出をお願い致します。 



奨奨学学金金等等のの返返還還免免除除制制度度ににつついいてて  

平 成 ２ １ 年 ２ 月   

京都市文化市民局   

 

 奨学金等は貸与制度であり，卒業されてから 20 年以内に月賦，半年賦又は年賦

の均等払いにより返還していただく必要のあるものです。 

 この度，京都市では，自立促進援助金制度の廃止に伴い，貸与した奨学金等の返還

が困難な場合に，返還を免除する制度を新たに設けました。 

 返還免除を申請される方には，住民票や課税証明書等の提出をいただき，免除の

所得判定を行います。 

判定の結果，返還免除の対象にならなかった方には，返還計画書に基づいて納付

書を発行しますので，期限までに銀行，郵便局等の金融機関でお支払いいただくこ

ととなります。 

 

１ 奨学金等の返還免除の対象となる方 

 （１）返還免除の判定基準（平成２１年度分から） 

  奨学金等の貸与を受けた方（借受者）が次のアからウまでのいずれかに該当す

るときは，奨学金等の返還未済額の全部又は一部を免除します。 

  ア 死亡したとき。 

  イ 心身の著しい障害その他やむを得ない理由により返還することができなく

なったと認められるとき。 

  ウ 奨学金等を返還することが著しく困難であると認められるものとして定め

る次の（ア）から（ウ）までのいずれかの基準に該当するとき（該当する場

合，２０年間で返還していただくうちの５年分が免除となり，５年後に再度

免除の判定を申請していただくことになります）。 

 （ア） 借受者が生活保護法による生活保護を受けているとき。 

 （イ） 借受者又はその属する世帯（※1）が市町村民税所得割非課税のとき。 

 （ウ） 借受者又はその属する世帯（※1）の前１年間の収入の総額が，生活

保護法の規定による保護の基準に基づいて算定する年額の１．５倍以

下のとき（※2）。 

    ※1 （イ），（ウ）は，以下のとおり判定します。 

     ・ 原則として，借受者本人で判定 

     ・ 父母と同居している場合は，父母の属する世帯の全員で判定 

     ・ 父母と同居しておらず，借受者本人が主として本人以外の者の

収入により生計を維持している場合は，父母で判定 

    ※2 生活保護基準の１．５倍以下とは，おおむね以下の表のとおりで

すが，世帯員の年齢や家賃の負担の有無等により異なります。 

【生活保護基準の１．５倍以下の収入限度額のおおむねの目安】 

世帯人数 １人 ２人 ３人 ４人 ５人 

収入限度額 

（給与収入の額） 
247 万円 365 万円 427 万円 494 万円 557 万円



 

 （２）平成１９年度分及び平成２０年度分の返還免除の判定基準（経過措置） 

  平成１９年度分及び平成２０年度分として返還される予定となっていた分につ

いては，旧自立促進援助金の支給基準を返還免除の判定基準として適用します（基

準が適用される場合，２０年間で返還していただくうちの１年分（適用される年

度の分）が免除となります）。 

  世帯の最多所得者の収入が，おおむね以下の表の額以下であれば免除となりま

す（世帯の状況により免除となる基準額は異なります）。 

【平成１９年度分及び平成２０年度分の返還免除に係る世帯最多所得者の収入限度額

のおおむねの目安】 

世帯人数 １人 ２人 ３人 ４人 ５人 

高校・高等専門 

学校の奨学金等 

（給与収入の額） 

523 万円 645 万円 695 万円 727 万円 757 万円

大学・短大 

の奨学金等 

（給与収入の額） 

573 万円 721 万円 787 万円 826 万円 864 万円

    

２ 奨学金等の返還猶予の対象となる方 

 （１）返還猶予の基準 

ア 学校又は専修学校に在学中の方 

イ 災害，疾病その他やむを得ない理由により返還することが著しく困難な方 

 （２）平成１９年度分及び平成２０年度分の返還猶予（経過措置） 

  平成１９年度分及び平成２０年度分として返還される予定となっていた分（既

に平成２０年以前から返還の請求を受けている方の分は除きます。）については，

本来の履行期限は，それぞれ，平成２０年９月末まで，平成２１年９月末までと

なっていました。 

  ところが，自立促進援助金制度を平成１９年度に遡って廃止したことにより，

平成１９年度分から返還を求めることとなりますので，経過措置として，履行期

限を延長して以下のとおりの取扱いとします。 

  ア 平成１９年度分及び平成２０年度分の返還の履行期限は，原則として，平

成２２年３月末までとします。 

  イ 申請していただいた場合は，さらに以下のように履行期限を延長すること

も可能です。 

   （例１） 当初の「返還計画書」による返還最終年度の翌年度に平成１９年 

       年度分を，更にその翌年度に平成２０年度分を返還する。 

   （例２） 平成１９年度分及び平成２０年度分を，平成２１年度分から返還 

       最終年度までの期間で，均等に分割して返還する。 



 
 

   京都市地域改善対策奨学金等の返還の債務の取扱いに関する条例施行規則   
第２条第１項第４号に規定する「生活保護法の規定による保護の基準に基 
づき算定した年額」の算定方法について 

 
 
 京都市地域改善対策奨学金等の返還の債務の取扱いに関する条例施行規則（以下「規

則」という。）第２条第１項第４号に規定する「生活保護法の規定による保護の基準に

基づき算定した年額」は，次の表に掲げるところによる。 
 
 
◎ 生活扶助基準 

年齢基準 
年齢区分 基準額 

０歳から ２歳まで ２５０，８００円

３歳から ５歳まで ３１６，２００円

６歳から１１歳まで ４０８，８４０円

１２歳から１９歳まで ５０４，９６０円

２０歳から４０歳まで ４８３，２４０円

４１歳から５９歳まで ４５８，１６０円

６０歳から６９歳まで ４３３，２００円

７０歳以上 ３８８，０８０円

 
世帯人数基準 

世帯人数 金額 
１人 ５５０，７９０円

２人 ６２５，２００円

３人 ７０５，８７０円

４人 ７４５，６９０円

５人以上１人を増すごと

に加算する額 
２０，４６０円

 
 
 
 

資料６



○ 加算関係 
身体障害者手帳１級・２級， 
国民年金（障害基礎年金）１級，

特別児童扶養手当１級， 
精神障害者保健福祉手帳１級，

療育手帳Ａ 

３２２，２００円障害者 

身体障害者手帳３級， 
国民年金（障害基礎年金）２級，

特別児童扶養手当２級， 
精神障害者保健福祉手帳２級，

療育手帳Ｂ 

２１４，６８０円

３歳に満たない児童 １２０，０００円第１子及び

第２子 ３歳以上の児童であって小学

校修了前のもの 
６０，０００円

児童養育 

第３子以降 小学校修了前の児童 １２０，０００円

在宅患者 栄養補給必要な在宅患者 １５９，４８０円

重度の被爆等障害者 ５１１，９２０円放射線障害者 
軽度の被爆等障害者 ２５５，９６０円

介護保険料 第１号被保険者 納付すべき額 
 
◎ 住宅扶助基準 

世帯人数 基準額 
１人 ５１０，０００円 
２人から６人まで ６６０，０００円 
７人以上 ７９２，０００円 

 
◎ 教育扶助基準 

 金額 
小学生 ３３，２４０円基準額 
中学生 ５９，０４０円

教材代・交通費・夏季施設参加費 実費算定 
小学生 ４７，３００円学校給食費 
中学生 ４７，３００円

 
   附 則 
 この算定方法は，決定の日から実施する。（決定の日は，平成２１年６月２３日） 



所得の合計　 
≦　免　除 生活保護基準の１．５倍

＞　非免除 （奨学金返還免除基準　 ）

世帯人数基準　合計②

5人以上
（加算額）

20,460
学校給食費

小学生
中学生 47,300

4人 745,690

中学生 59,040

人数 小　計

3人 705,870 基準額
小学生 33,240

住宅扶助基準　合　計④

2人 625,200
◎ 教 育 扶 助 基 準

金　額

1人 550,790

世帯人数 金額 チェック欄 算定金額 ７人以上 792,000
世帯人数基準 ２人～６人 660,000

1人 510,000

※2　精神障害者保健福祉手帳２級，療育手帳Ｂ

年齢基準　合計①
◎ 住 宅 扶 助 基 準

世帯人数 基準額 チェック欄 算定金額

70～　 388,080

加算関係　合　計③

※1　精神障害者保健福祉手帳１級，療育手帳Ａ
60～69 433,200

第1号被保険者 納付すべき額
41～59 458,160

軽度の被爆等障害者 255,960
介護保険

放射線
重度の被爆等障害者 511,920

20～40 483,240
在宅患者 栄養補給必要な在宅患者 159,480

第3子
以降

小学校
修了前

120,00012～19 504,960

6～11 408,840
3歳以上
小学校修了前

60,000

第1子
及び
第2子

3歳未満 120,000
316,200

児童
養育

0～2 250,800
身障3，国年2
特児2　他※2

214,680
3～5

人数 小　計
年　　齢 基準額 人数 小　計

障害

身障1･2，国年1
特児1　他※1

322,200

２　返還免除基準の計算

◎ 生 活 扶 助 基 準 ○ 加 算 関 係
年齢基準

所　得　の　合　計　　 

○ ― ―

○ ― ―

○ ― ―

所得の金額は，

してください。

所得の計算の

対象者を記載

○ ― ―

○ ― ○ 母

○ ― ○ 父

○ ○ ― 本人

前年の所得の金額
市民税
所得割
非課税

生活
保護

受給者Ａ Ｂ Ｃ

１　所得の計算
所得の計算の対象者

続柄 氏　　　名

奨 学 金 返 還 免 除 基 準
の計算シート

（生活保護基準の１．５倍）
　（計算方法は，別添の説明書を御覧ください。）

生活保護基準（①＋②＋③＋④＋⑤）

教材代・交通費・夏季施設参加費 実費算定

教育扶助基準　合　計⑤

47,300



す。

返還が免除となります。

→ ・・・Ａ

→ Ｑ２へ

Ｑ２　借受者御本人は，御両親と別世帯ですね。では，借受者御本人は，主として御本人の収入により

・　前年の収入の総額が，所得税法上の扶養親族となる要件を満たしていないこと（年間の合計所得

金額が３８万円（給与所得者の場合，給与支払総額が１０３万円）を超えていること）

・　独立して生計を営むに足る収入があることが客観的に確認できること（例えば，過去３箇月の収入

（次のページに続く。）

本人

◎借受者御本人を含む世帯全員
の所得で判定します。

いいえ

生計を維持されていますか（＝次のいずれかに該当しますか）。

［父母と借受者世帯］

父 母
《Ａの例》

　　　　（以下の設問にお答えいただいて，所得判定の計算の対象者を決定してください。）

Ｑ１　奨学金の借受者御本人は，御両親と同一世帯ですか（世帯の全員の住民票で判断します）。

　※　「御両親」とは，奨学金の貸与を受けられていた当時の御両親のことをいいます。以下同様とします。

は い 御本人及び御両親の属する世帯の全員

実際に免除の適用を受けていただくためには，返還免除申請書と確認書類を提出していただく必要が

あります。詳しくは，「奨学金等の返還免除制度について（平成21年度返還分）」を御覧ください。

【１　所得の計算】

　　 　まず，所得の計算の対象となる方を，世帯の状況に応じて決定します。

まず，【１　所得の計算】を行っていただき，「所得の合計 」を算定してください。

次に，【２　返還免除基準の計算】を行っていただき，「奨学金返還免除基準 」を算定してください。

「所得の合計 」が，「奨学金返還免除基準 」を超えなかった場合に，平成21年度から5年間分の奨学金の

奨 学 金 返 還 免 除 基 準
の計算シートの説明書

（生活保護基準の１．５倍）

【はじめに】　この「説明書」について

この「説明書」は，別紙「奨学金返還免除基準（生活保護基準の１．５倍）の計算シート」によって，あなた御自身

が，平成21年度以降，奨学金の返還免除の適用を受けられるかどうかを計算していただくためのもので



・　健康保険等の扶養関係から，借受者が被扶養者でないことを確認できること

→ ・・・Ｂ

→ ・・・Ｃ

続いて，次のページに進んで，「２　返還免除基準の計算」を行ってください。

所　得　の　合　計　 

○ ― ―

― ―

　　控除後の金額」）を記載してください。

所得の計算の対象者

続柄 氏　　　名 前年の所得の金額
市民税
所得割
非課税

生活
保護

受給者Ａ Ｂ Ｃ

対象者を記載

してください。

○

―

○ ― ―

○ ―

○ ― ○ 母

― ○ 父

所得の計算の

○ ○ ― 本人

○

　 　 の結果，所得の計算の対象となる方の所得を合計します（市町村民税非課税の方及び生活保護

　　（所得が，一つの勤務先からの給与のみの場合は，「平成２０年給与所得の源泉徴収票」の「給与所得

《Ｃの例》
（所得なし）

子

●借受者世帯の所得は判定しませ
ん。

◎御両親の所得のみを
判定します。

　　受給者は除く）。「所得」は，平成２１年度（平成２０年分所得）課税証明書に記載されている「所得の金額」

妹

子

◎借受者のみの所得で判定しま
す。

●御両親の所得は判定し
ません。

母

［借受者世帯］ ［父母世帯］

本人 配偶者 父

いいえ 御両親のみ

妹

［借受者世帯］ ［父母世帯］

本人 配偶者 父
《Ｂの例》

（所得あり）

母

状況から年間の合計所得金額が３８万円（給与所得者の場合，給与支払総額が１０３万円）を超える

ことが推定できることなど）

は い 借受者御本人のみ



◎　生活扶助の基準額　（以下，金額は，すべて年額で表示しています。）

　（年齢基準）『世帯』に属する方の年齢ごとの人数で算定します。年齢は，申請日時点とします。

　（世帯人数基準）　『世帯』に属する方の人数で算定します。

※　５人以上の場合は，４人の基準額に，１人増えるごとに，20,460円を加算する。

世帯人数基準　合　計②
世帯人数
基準②

5人以上
（加算額）

20,460

4人 745,690

3人 705,870

2人 625,200

1人 550,790

世帯
基準額 チェック欄 算定金額

人数

年齢基準　合　計① 年齢基準①

70～　 388,080

60～69 433,200

41～59 458,160

20～40 483,240

12～19 504,960

6～11 408,840

3～5 316,200

0歳～2 250,800

　　　を計算します。　　

年齢 基準額 人数 基準額×人数

Ｃの場合　　→ 御両親の属する『世帯』（借受者御本人は含みません。）

　 　 で決定した『世帯』に応じて，返還免除基準（生活保護法による保護基準に基づく年額の１．５倍）

Ｂの場合　　→ 借受者御本人の属する『世帯』

　 　１ で決定した所得の計算の対象者に応じて，返還免除基準の算定対象となる『世帯』を決定します。

Ａの場合　　→ 借受者御本人及び御両親の属する『世帯』

【２　返還免除基準の計算】



◎　加算関係

（障害者加算）　現在，『世帯』に障害のある方は，おられますか。

（児童養育加算）　現在，『世帯』に小学校修了前の児童は，おられますか。

（在宅患者加算）　現在，『世帯』に栄養補給の必要な在宅患者（※）の方は，おられますか。

　
イ

（放射線障害者加算）　現在，『世帯』に放射線障害者（※）の方は，おられますか。

　
イ

　　ことに起因する負傷又は疾病の患者であって，当該負傷又は疾病が放射線を多量に浴びたことに起因する旨

　　の厚生労働大臣の認定を受けたもの

軽度の被爆等障害者

　　線を多量にに浴びたことに起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの

 　重度の被爆等障害者

　ア　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第１１条第１項の認定を受けた者であって，同項の認定に係る

　　負傷又は疾病の状態にあるもの（同法第２４条第３項に規定する都道府県知事の認定を受けた者に限る。）

　イ　放射線（広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の放射線を除く。以下 において同じ。）を多量に浴びた

 　軽度の被爆等障害者

　ア　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第１１条第１項の認定を受けた者（同法第２５条第２項に規定する

　　都道府県知事の認定を受けた者であって， のアに該当しないものに限る。）

　イ　放射線を多量に浴びたことに起因する負傷又は疾病の患者であった者であって，当該負傷又は疾病が放射

※　「放射線障害者」とは，次に掲げる者のことをいいます。

加算額×人数

重度の被爆等障害者

加算額 人数

255,960
放射線障害者加算

③-4

イ　結核患者以外の患者であって３箇月以上の治療を必要とし，かつ，医師の診断により栄養の補給を必要とする

　とする認められるもの

159,480

※　「栄養補給の必要な在宅患者」とは，次に掲げる在宅患者のことをいいます。
ア　結核患者であって現に治療を受けているもの及び結核患者であって現に治療を受けてはいないが，医師の

　診断により栄養の補給を必要とすると認められるもの

加算額×人数

栄養補給の必要な在宅患者

児童養育加算
③-2

在宅患者加算
③-3

人数加算額

511,920

第3子
以降

小学校修了前の児童 120,000

3歳以上の児童であっ
て小学校修了前のもの

60,000

第1子
及び
第2子

3歳未満の児童 120,000

障害者加算
③-1療育手帳Ｂ

加算額 人数 加算額×人数

身体障害者手帳　３級，

214,680

国民年金（障害基礎年金）　２級，

特別児童扶養手当　２級，

精神障害者保健福祉手帳　１級，

身体障害者手帳　１級・２級，

322,200

国民年金（障害基礎年金）　１級，

特別児童扶養手当　１級，

精神障害者保健福祉手帳　１級，

療育手帳Ａ

加算額 人数 加算額×人数



（介護保険料加算）　現在，『世帯』に介護保険の第１号被保険者（６５歳以上の方）は，おられますか。

◎　住宅扶助基準

◎　教育扶助基準

　　現在，『世帯』に小学生又は中学生は，おられますか。

以上で算定した各基準額を合計します。

生活保護基準の1.5倍を算定します。

返還免除基準となります。

※　「教材代」とは，正規の教材として学校長又は教育委員会が指定するもので，学校において
学級の全児童が必ず購入することとなっている副読本的図書，ワークブック及び和洋辞典のことをいいます。

教材代・交通費・夏季施設参加費（※）

を必要とする場合に，その必要最小限度の額を計上します。

で，学年の全員が参加する場合に，その必要最小限度の額を計上します。

※　「交通費」は，児童・生徒の身体的条件，地理的条件又は交通事情により，通学のため交通費

※　「夏季施設参加費」は，小学校，中学校又は教育委員会が行う校外活動（修学旅行を除く。）

実費算定

教育扶助基準　合　計⑤ 教育扶助基準⑤

返還免除基準　 

（生活保護基準の１．5倍）

生活保護基準

（①＋②＋③＋④＋⑤）

学校給食費
小学生 47,300

中学生 47,300

中学生 59,040
基準額

小学生 33,240

住宅扶助基準④

金　額 人数 算定金額

7人以上 792,000

2人～6人 660,000

１人 510,000

　　　『世帯』に属する方の人数で算定します。
世帯人数 基準額 チェック欄 算定金額

介護保険の第1号被保険者 納付すべき保険料の額
介護保険料加算

③-5

加算額 算定金額



返還が免除となります。

「所得の合計 」が，「奨学金返還免除基準 」を超えなかった場合に，平成21年度から5年間分の奨学金の

所得の合計　 
≦　免　除 返還免除基準　 

＞　非免除 （生活保護基準の１．５倍）

「所得の合計 」と「奨学金返還免除基準 」を比べてください。

【最後に】　返還免除の判定
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   地方自治法施行令第１７１条の６の規定に基づく履行延期（返還猶予）に 

   関する取扱基準（案） 

 

 

１ 趣 旨 

  奨学金については，原則として，学校の卒業後２０年間以内で返還する必要がある

が，返還免除制度の適用の対象とならなかった者であっても，資力等の審査の結果，

２０年間以内での返還が困難と認められる場合には，地方自治法施行令第１７１条 

の６の規定を適用して，履行期限を延長する。 
 
２ 対象者 

 ① 原則として，奨学金制度の変更がなければ奨学金の返還を求められることはなか

った者（所得が，一定の基準以下）を対象とする。 
 ② ただし，所得が一定の基準を上回った者であっても，個別の具体的な事情（学費

や住宅ローンの支払いなども含めて）により奨学金の返還が困難であると認められ

る者については，監理委員会の意見を聴取したうえで，対象とする。 
 
３ 履行期限を延長する期間 

 ○ 原則として，返還を行うべき残期間と同期間を限度とする。 
    → １年当たりの返還金額を半額まで引き下げる。 
 ○ また，個別の事情に応じて，例えば，数年後にまとまった収入が予定されている

場合に，そのときにまとめて返還するような計画も認める。 
 
４ 履行期限の延期の条件等 

 ○ ５年後に再度資力審査を行い，履行期限の延長の更新を行うかどうかを判定する。 
 ○ 債務不履行の場合，期限の利益を喪失させる（一括返還を求める）ことを条件と

する。 
 
５ 監理委員会への付議の手続 

 ○ 対象者①は，履行延期の措置後に開催される会議で報告する。 
 ○ 対象者②は，随時，事前審査をいただいたうえで履行延期の措置を採り，その措

置後に開催される会議で報告する。 
 

 

資料７
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（参照条文） 
 
   地方自治法施行令（抄） 
 

（履行延期の特約等） 

第１７１条の６ 普通地方公共団体の長は，債権（強制徴収により徴収する債権を除

く。）について，次の各号の一に該当する場合においては，その履行期限を延長する

特約又は処分をすることができる。この場合において，当該債権の金額を適宜分割し

て履行期限を定めることを妨げない。  

   （中略） 

二 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり，かつ，その現に有

する資産の状況により，履行期限を延長することが徴収上有利であると認められる

とき。 

   （以下略） 
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   所在不明者に係る債権の処理に関する取扱基準（案） 

 

１ 趣 旨 

   京都市地域改善対策奨学金等の返還事務取扱要綱第５条第１項において，所在不

明による返還免除の要件を， 
   ○ 借受者の所在が３年以上継続して不明であること。 

   ○ 借受者が所在不明となる前の住所，居所又は転居先と思われる地域を管轄す

る市町村等への照会等必要な調査を行ってもその所在が不分明であること。 

   と定めている。この「必要な調査」の範囲を定める。 
   同要綱第５条第２項は，所在不明による返還免除の申請ができる者の範囲を借受

者の親族又は保証人としている。この「親族」の範囲を定める。 

 
２ 「必要な調査」の範囲（要綱第５条第１項第２号） 

 ○ 住民基本台帳（住民票）の照会及び現地確認は，必須とする。 
 ○ 隣近所への聞きとりは，プライバシーに配慮して可能な範囲で行う。 
 ○ 親族への聞きとりは，当該親族が奨学金貸与の事情を知る場合に限り，可能な範

囲で行う。 
 ○ 以上のような調査を行っても，借受者の所在が明らかとならなかったとき，その

調査を行った時点から３年以上継続して所在不明であるときに返還免除の対象と

する。 
 
３ 所在不明による返還免除の申請ができる者の範囲（要綱第５条第２項） 

 ○ 要綱第５条第２項の規定は，職権で免除できることとした場合，職権の濫用の可

能性が生じるため，親族又は保証人による申請手続を必要と定めている。 
 ○ 民法上の親族は，①６親等内の血族，②配偶者，③３親等内の姻族であり，事情

を知る親族（又は保証人）であれば，返還免除の申請をすることができることとす

る。 
 
４ 免除申請が得られない場合の取扱い 

  何らかの理由により，親族又は保証人からの免除申請が得られない場合，あるいは，

親族等も所在不明である場合については，地方自治法施行令第１７１条の５第２号に

該当するものであれば，徴収停止の措置を採ることができる。この場合，債権が消滅

するには，時効の完成（１０年）まで待つ必要がある。 
 

資料８ 
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（参照条文） 
 
   地方自治法施行令（抄） 
 

（徴収停止） 

第１７１条の５ 普通地方公共団体の長は，債権（強制徴収により徴収する債権を除

く。）で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについ

て，次の各号の一に該当し，これを履行させることが著しく困難又は不適当であると

認めるときは，以後その保全及び取立てをしないことができる。 

   （中略）  

二 債務者の所在が不明であり，かつ，差し押えることができる財産の価額が強制執

行の費用をこえないと認められるときその他これに類するとき。 

   （以下略） 

 


